
那
覇
市
が
管
理
す
る
公
園
の

敷
地
を
儒
教
の
祖
を
祭
る

「孔

子
廟
」
と
し
て
一
般
社
団
法
人

に
無
償
提
供
し
た
こ
と
が
、
憲

法
の
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す

る
か
が
争
わ
れ
た
住
民
訴
訟
の

上
告
審
判
決
が
２４
日
、
最
高
裁

大
法
廷

（裁
判
長

・
大
谷
直
人

長
官
）
で
あ
る
。
判
決
で
は
憲

法

判

断

が

示

さ

れ

る

見

通

し

で
、
違
憲
と
さ
れ
た
場
合
、
最

高
裁
で
３
例
目
と
な
る
。

訴
訟
対
象
と
な

っ
た
の
は
、

同
市
の
松
山
公
園
に
２
０
１
３

年
４
月
に
完
成
し
た

「久
米
至

聖
廟
」
。

１４
世
紀
以
降
に
中
国
福

建
省
か
ら
渡
来
し
た
人
の
子
孫

に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
る
社
団
法

人
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
市

は
■
年
に
設
置
を
許
可
し
、
土

地
使
用
料
も
全
額
免
除
す
る
な

ど
し
た
。

孔
子
廟
は
社
団
法
人
が
管
理

し
、
大
部
分
が
無
料
公
開
さ
れ

て
い
る
。
孔
子
の
誕
生
日
に
は

孔
子
を
祭
る
行
事
が
営
ま
れ
、

政
教
分
離
訴
訟
の
対
象
と
な

っ
た

那
覇
市
の
松
山
公
園
に
あ
る
孔
子

廟
の
至
聖
門
＝
２
０
２
０
年
１０
月

儒
教
や
地
域
の
歴
史
に
関
す
る

教
養
講
座
な
ど
も

一
般
向
け
に

開
か
れ
て
い
る
。
１
月
に
開
か

れ
た
弁
論
で
は
、
原
告
の
那
覇

市
に
住
む
女
性
側
が

「
一
般
人

の
感
覚
に
照
ら
し
て
も
、
孔
子

廟
は
宗
教
的
性
格
が
濃
厚
だ
」

と
主
張
。
市
側
は

「沖
縄
の
歴

史
、
文
化
を
伝
え
る
施
設
で
宗

教
性
は
な
い
」
と
反
論
し
た
。

一
審
那
覇
地
裁
は
、
孔
子
廟

で
実
施
さ
れ
る
行
事
は
神
格
化

さ
れ
た
孔
子
ら
を
あ
が
め
る
宗

教
的
意
義
を
有
し
、
孔
子
廟
自

体
も

「宗
教
色
が
濃
い
」
と
指

摘
。
社
団
法
人
も
宗
教
団
体
に

該
当
す
る
と
し
て
、
市
に
よ
る

無

償

提

供

を

違

憲

と
判

断

し

た
。
二
審
福
岡
高
裁
那
覇
支
部

も
違
憲
と
し
た
。

過
去
に
最
高
裁
で
政
教
分
離

が
争
点
と
な

っ
た
訴
訟
で
は
、

神
道
や
仏
教
に
関
連
す
る
行
為

が
問
題
と
な

っ
た
が
、
儒
教
が

対
象
と
な

っ
た
の
は
初
め
て
。

訴
訟
で
は
、
儒
教
が
宗
教
か
に

つ
い

て
も

主

張

が

対

立

し

た

が
、　
一
、
二
審
は
直
接

の
判
断

は
せ
ず
、

「無
償
提
供
は
社
団

法
人
に
よ
る
宗
教
的
活
動
を
容

易
に
し
て
い
る
」
と
述

べ
る
に

と
ど
め
た
。

あ
る

ベ
テ
ラ
ン
民
事
裁
判
官

は
、
儒
教
が
宗
教
か
ど
う
か
を

裁
判
所
が
判
断
す
る
の
は
難
し

い

と

し

た

上

で
、

「最

高

裁

は
、
社
団
法
人
に
よ
る
施
設
で

の
行
為
が
宗
教
的
と
言
え
る
の

か
ど
う
か
を
見
て
判
断
す
る
の

で
は
な
い
か
」
と
話
し
た
。

剛
あ
す
最
高
裁
大
法
延
判
決

〓
１

，
子

―
Ｉ

Ｕ

７
７

政
教
分
離
め
ぐ
り
憲
法
判
断

「

蒙
駅
ｒ
　

政
教
分
離
原
則
　
国
や
地
方
自
治
体
が
宗
教
的
に

暢
Ｎ
一
中
立
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
憲
法
上
の
原
則
。
戦

前
、
国
家
神
道
に
特
権
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
軍
国
主
義
が

進
ん
だ
経
緯
を
踏
ま
え
、
日
本
国
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

２０
条
は
信
教
の
自
由
を
保
障
し
た
上
で
、
宗
教
団
体
が
国
か

ら
特
権
を
受
け
る
こ
と
や
、
国
や
自
治
体
が
宗
教
教
育
な
ど

の
宗
教
的
活
動
を
す
る
こ
と
を
禁
止
。

８９
条
は
、
宗
教
団
体

へ
の
公
金
や
、
公
の
財
産
の
支
出
な
ど
を
禁
じ
て
い
る
。

・
´́
´
´
″
レ井
―
〓
會
『
Ｊ
ニ
ユ
ヨ‘

世
■
バ
教

Ｈ
こ

|

‐.―|ヽ|


